
全
国
市
議
会
議
長
会
（
会
長
�

国
松
誠
・
藤
沢
市
議
会
議
長
）
な

ど
地
方
六
団
体
は
６
月
７
日
、
地

方
自
治
法
第
２
６
３
条
の
３
第
２

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
竹
中
平
蔵

・
総
務
大
臣
を
は
じ
め
、
河
野
洋

平
・
衆
議
院
議
長
、
扇
千
景
・
参

議
院
議
長
に
対
し
、
「
地
方
分
権

の
推
進
に
関
す
る
意
見
書
」
を
提

出
し
た
。

六
団
体
は
、
政
府
が
近
く
策
定

す
る
「
骨
太
方
針
２
０
０
６
」
へ

意
見
書
に
掲
げ
る
提
言
を
反
映
さ

せ
る
と
と
も
に
、
今
後
の
地
方
分

権
改
革
を
加
速
さ
せ
る
た
め
、
意

見
書
提
出
権
を
行
使
し
た
。
第
一

次
分
権
改
革
の
端
緒
と
な
っ
た
平

成
６
年
９
月
以
来
、
１２
年
ぶ
り
２

度
目
の
意
見
書
提
出
と
な
る
。

意
見
書
は
、
地
方
六
団
体
で
設

置
し
た
新
地
方
分
権
構

想
検
討
委
員
会
が
５
月

に
ま
と
め
た
「
分
権
型

社
会
の
ビ
ジ
ョ
ン
」
の

中
間
報
告
�
本
紙
１
６

１
７
号
に
掲
載
�
を
踏

ま
え
、
税
財
政
改
革
を

中
心
と
し
た
７
つ
の
提

言
を
盛
り
込
ん
だ
も

の
。
①
新
地
方
分
権
推

進
法
の
制
定
②
国
と
地

方
の
協
議
の
場
を
法
定

化
し
て
「
地
方
行
財
政

会
議
」
を
設
置
③
地
方

税
の
充
実
強
化
に
よ
る

不
交
付
団
体
人
口
の
大

幅
増
④
「
地
方
交
付

税
」
を
「
地
方
共
有
税
」

に
⑤
税
財
源
移
譲

に
対
応
し
国
庫
補

助
負
担
金
の
総
件

数
を
半
減
⑥
国
と

地
方
の
関
係
の
総

点
検
に
よ
る
財
政
再
建
⑦
財
政
再

建
団
体
基
準
の
透
明
化
と
首
長
・

議
会
の
責
任
の
強
化
―
―
を
掲

げ
、
分
権
改
革
の
推
進
方
策
や
税

財
政
面
で
の
具
体
的
方
策
を
求
め

て
い
る
。
（
「
意
見
書
」
は
本
会

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
）

経経
済済
財財
政政
諮諮
問問
会会
議議
でで

意意
見見
陳陳
述述

――
六六
団団
体体

本
会
の
国
松
誠
会
長
ら
地
方
六

団
体
代
表
は
６
月
７
日
、
経
済
財

政
諮
問
会
議
（
議
長
�
小
泉
純
一

郎
首
相
）
に
出
席
し
、
地
方
分
権

改
革
の
推
進
に
つ
い
て
意
見
陳
述

を
行
っ
た
。

会
議
で
は
、
六
団
体
を
代
表
し

て
全
国
知
事
会
会
長
の
麻
生
渡
・

福
岡
県
知
事
が
、
１９
年
度
以
降
も

更
な
る
地
方
分
権
改
革
を
推
進
さ

せ
る
必
要
性
を
指
摘
し
、
政
府
は

地
方
の
意
見
を
十
分
聴
き
な
が

ら
、
改
革
の
流
れ
が
止
ま
る
こ
と

の
な
い
よ
う
、
真
の
地
方
分
権
改

革
の
実
現
に
向
け
て
取
り
組
む
べ

き
で
あ
る
と
強
調
し
た
。

ま
た
同
日
、
六
団
体
が
地
方
自

治
法
に
基
づ
き
、
内
閣
と
国
会
に

対
し
「
地
方
分
権
の
推
進
に
関
す

る
意
見
書
」
を
提
出
し
た
こ
と
を

報
告
し
た
。

議
会
制
度
の
改
正
や
、
地
方
六

団
体
へ
の
情
報
提
供
制
度
創
設
な

ど
の
事
項
が
盛
り
込
ま
れ
た
「
地

方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
」
が
、
５
月
３１
日
に
可
決
、
成

立
。
６
月
７
日
に
公
布
さ
れ
た
。

今
回
の
改
正
で
は
、
ま
ず
議
会

関
係
と
し
て
、
議
長
へ
の
臨
時
会

の
招
集
請
求
権
が
付
与
さ
れ
る
。

こ
れ
に
よ
り
議
長
は
、
議
会
運
営

委
員
会
の
議
決
を
経
て
、
長
に
対

し
臨
時
会
の
招
集
を
請
求
す
る
こ

と
が
可
能
と
な
っ
た
。
こ
の
場

合
、
長
は
、
請
求
の
あ
っ
た
日
か

ら
２０
日
以
内
に
臨
時
会
を
招
集
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
議
員
の
複
数
常
任
委
員

会
へ
の
所
属
が
可
能
と
さ
れ
た
ほ

か
、
委
員
会
の
議
会
へ
の
議
案
提

出
権
も
認
め
ら
れ
た
。

長
の
専
決
処
分
の
要
件
に
つ
い

て
も
明
確
化
が
図
ら
れ
「
特
に
緊

急
を
要
す
る
た
め
議
会
を
招
集
す

る
時
間
的
余
裕
が
な
い
こ
と
が
明

ら
か
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
」
と

改
正
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
、
地
方
六
団
体
へ
の

情
報
提
供
制
度
が
創
設
さ
れ
た
。

地
方
公
共
団
体
へ
新
た
に
事
務
ま

た
は
負
担
を
義
務
付
け
る
施
策
を

国
が
立
案
す
る
場
合
、
各
大
臣
か

ら
地
方
六
団
体
へ
事
前
に
法
令
案

の
内
容
が
通
知
さ
れ
る
。

地
方
六
団
体
に
は
、
自
治
法
第

２
６
３
条
の
３
第
２
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
内
閣
や
国
会
へ
意
見
を

申
出
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
お

り
、
今
回
の
情
報
提
供
制
度
の
創

設
に
伴
い
、
意
見
申
出
制
度
の
更

な
る
強
化
が
図
ら
れ
る
。

施
行
期
日
は
、
平
成
１９
年
４
月

１
日
。た
だ
し
、議
会
、地
方
六
団

体
へ
の
情
報
提
供
な
ど
に
関
す
る

規
定
は
、
公
布
後
１
年
以
内
で
政

令
の
定
め
る
日
と
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
今
回
の
法
改
正
を
受

け
、
本
会
で
は
「
地
方
自
治
法
の

一
部
改
正
に
伴
う
標
準
市
議
会
会

議
規
則
等
検
討
会
」
を
５
月
に
設

置
し
。
改
正
標
準
会
議
規
則
等
を

９
月
に
取
り
ま
と
め
る
予
定
�
本

紙
１
６
１
５
・
１
６
号
参
照
。

（昭和３６年１２月２０日第三種郵便物認可）

第1620号６月２５日平成18年
（2006年）

改
正

地
方
自
治
法
が
成
立

議
長
へ
の
臨
時
会
招
集
請
求
権
付
与
な

ど

内内
閣閣
・・
国国
会会
へへ��
意意
見見
書書
��提提
出出

地方六団体

骨
太
方
針
に
提
言
の
反
映
を

竹中総務大臣（左）に意見書を提出する六
団体代表。左から２人目は国松本会会長

大竹 邦実

（１） 平成１８年６月２５日 第１６２０号
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地
方
議
会
議
員
の
年
金
制
度
の

長
期
的
安
定
を
図
る
た
め
の
「
地

方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
一
部

改
正
」
が
６
月
１４
日
公
布
さ
れ
た

（
制
度
改
正
の
概
要
は
下
掲
）
。

平
成
１９
年
４
月
１
日
の
施
行
に
向

け
、
政
令
や
各
議
員
共
済
会
の
定

款
の
改
正
が
行
わ
れ
る
。

市
議
会
議
員
共
済
会
で
は
近

く
、制
度
改
正
の
周
知
の
た
め「
議

員
年
金
制
度
改
正
の
し
お
り
」
を

会
員
（
議
員
）
に
配
布
す
る
。
会

員
と
受
給
者
間
の
負
担
と
給
付
の

不
公
平
及
び
制
度
破
綻
を
回
避
す

る
た
め
、
給
付
水
準
が
引
き
下
げ

ら
れ
る
既
裁
定
者
（
受
給
者
等
）

に
も
文
書
を
送
付
す
る
予
定
。

各
議
員
共
済
会
で
は
、
議
員
定

数
減
に
よ
る
会
員
数
の
減
少
や
高

齢
化
に
伴
う
受
給
期
間
の
延
び
、

長
期
に
わ
た
る
低
金
利
の
影
響
等

に
よ
り
財
政
状
況
が
悪
化
。
近
年

に
お
い
て
は
、
積
立
金
の
取
り
崩

し
で
年
金
給
付
を
賄
っ
て
い
る
の

が
実
情
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
平
成
１４
年
に
は
会

員
の
負
担
を
引
き
上
げ
る
一
方
、

給
付
水
準
を
引
き
下
げ
る
な
ど
の

改
正
が
行
わ
れ
た
。
市
町
村

合
併
に
よ
る
影
響
に
つ
い
て

は
当
時
、
確
た
る
数
値
と
し

て
見
込
む
こ
と
が
困
難
で
あ

っ
た
た
め
、
次
期
財
政
再
計

算
時
（
平
成
１８
年
）
に
対
応

す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

そ
の
後
の
急
速
な
合
併
の

進
展
に
よ
り
市
と
町
村
共
済

会
で
は
会
員
数
が
減
少
す
る

一
方
、
退
職
年
金
受
給
者
が

急
増
。
こ
の
た
め
、
給
付
・

収
入
両
面
の
見
直
し
の
ほ

か
、
合
併
に
よ
る
激
変
緩
和

と
し
て
公
費
負
担
率
４
・
５

％
相
当
が
１０
年
間
（
そ
の
後
５
年

で
縮
減
）
措
置
さ
れ
る
。
今
回
の

改
正
に
よ
り
今
後
２０
年
間
、
制
度

の
安
定
的
運
営
が
見
込
ま
れ
る
。

本
会
な
ど
地
方
六
団
体
で
構
成

す
る
地
方
自
治
確
立
対
策
協
議
会

は
５
月
３１
日
、
地
方
分
権
推
進
連

盟
と
の
共
催
に
よ
り
、
東
京
・
九

段
会
館
で
「
地
方
自
治
危
機
突
破

総
決
起
大
会
」
を
開
催
し
た
。

大
会
に
は
、
全
国
か
ら
知
事
、

市
町
村
長
、
議
長
ら
自
治
体
関
係

者
約
１
３
０
０
人
が
参
集
。
来
賓

と
し
て
、
鈴
木
政
二
・
内
閣
官
房

副
長
官
を
は
じ
め
、
竹
中
平
蔵
・

総
務
大
臣
ら
多
数
の
国
会
議
員
が

出
席
し
た
。

今
回
の
大
会
は
、
制
度
の
本
質

論
を
無
視
し
た
地
方
交
付
税
の
削

減
論
な
ど
が
政
府
内
で
議
論
さ
れ

て
い
る
状
況
を
打
破
す
る
た
め
、

開
催
さ
れ
た
も
の
。
国
の
一
方
的

な
地
方
財
政
の
大
幅
削
減
阻
止
に

向
け
て
、大
会
決
議
を
採
択
し
た
。

決
議
で
は
、
�
削
減
あ
り
き
の

交
付
税
見
直
し
の
断
固
阻
止
�
地

方
分
権
推
進
に
関
す
る
地
方
の
提

言
の
実
現
�
公
営
企
業
金
融
公
庫

の
役
割
・
機
能
の
充
実
―
―
を
掲

げ
、
国
庫
補
助
負
担
金
の
廃
止

や
、
新
地
方
分
権
推
進
法
制
定
な

ど
の
実
現
を
強
く
訴
え
て
い
る
。

決
議
採
択
の
後
、
地
方
の
結
束

と
心
意
気
を
示
す
た
め
、
参
加
者

全
員
が
本
会
の
国
松
誠
会
長
（
藤

沢
市
議
会
議
長
）
の
発
声
の
も
と

「
真
の
地
方
自
治
確
立
、
頑
張
ろ

う
�
」と
コ
ー
ル
（
写
真
上
）。
会

場
に
力
強
い
声
が
響
き
渡
っ
た
。

大
会
終
了
後
、
国
松
会
長
を
は

じ
め
六
団
体
代
表
は
、
大
会
決
議

の
実
現
に
向
け
、
関
係
各
方
面
へ

実
行
運
動
を
展
開
し
た
。

地方議会議員年金制度改正の概要

１．給付の見直し
◎給付の引下げ
�年金算定基礎率の見直し
・退職年金の給付水準を１２．５％引下げ
標準報酬年額×｛４０／１５０＋０．８／１５０×（在職年数－１２年）｝

�
標準報酬年額×｛３５／１５０＋０．７／１５０×（在職年数－１２年）｝
※施行日前の議員歴を有する者は１０％引下げ
率を「３６／１５０＋０．７２／１５０」「４０．５／１５０＋０．８１／１５０」
「４５／１５０＋０．９／１５０」とする経過措置あり。

・退職一時金の給付水準も年金と同率の引下げ

�既裁定者（年金受給者等）の給付水準についても１０％引下げ

◎その他の給付の見直し
�在職加算年数の上限を「在職５０年」�「在職３０年」に引下げ
�高額所得者に対する一部支給停止措置の見直し
・支給停止の基準額、基準となる所得、支給停止方法について見直し

２．収入の見直し
◎掛金率、特別掛金率及び負担金率の引上げ
�掛金率
・都道府県 １２．０％ � １３．０％
・市 １３．０％ � １６．０％（平成１９年度は１４．５％）
・町村 １５．０％ � １６．０％

�特別掛金率
・都道府県 ２．０％ （現行どおり）
・市 ５．０％ � ７．５％
・町村 ５．０％ � ７．５％

�負担金率
・都道府県 １０．０％ （現行どおり）
・市 １０．５％ � １２．０％
・町村 １１．０％ � １２．０％

議員年金

改
正
法
施
行
へ
準
備

会
員
に「
新
制
度
の
し
お
り
」

地
方
自
治
の
危
機
突
破
へ

六団体

総
決
起
大
会
開
く

片
山
虎
之
助
・
参
院
自
民
党
幹

事
長（
左
か
ら
２
人
目
）と
面
談

武部勤・自民党幹事長（中央）と面談する三
共済会会長。右から２人目は国松本会会長

発声する国松会長（中央）

第１６２０号 平成１８年６月２５日 （２）（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報
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議議
事事
日日
程程

議
事
日
程
と
は
、
議
長
が
議
事

整
理
権
に
基
づ
い
て
定
め
る
そ
の

日
の
会
議
の
進
行
に
必
要
な
順
序

を
記
し
た
も
の
で
す
。
会
議
は
議

事
日
程
に
基
づ
い
て
運
営
さ
れ
る

た
め
、
議
事
日
程
が
作
成
さ
れ
な

い
場
合
は
会
議
を
開
く
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。
こ
れ
に
該
当
す
る
の

は
、
議
事
日
程
が
作
成
さ
れ
な
い

こ
と
に
よ
る
休
会
で
す
。

議
事
日
程
の
作
成
者
は
、
先
に

述
べ
た
と
お
り
議
長
で
す
が
、
議

長
の
独
自
の
判
断
で
は
な
く
、
議

会
運
営
委
員
会
や
会
派
代
表
者
会

議
な
ど
、
議
会
内
部
で
の
意
見
調

整
を
経
て
作
成
さ
れ
る
の
が
実
情

で
す
。

議
事
日
程
は
、
必
要
な
事
項
を

記
載
し
、
あ
ら
か
じ
め
議
員
に
配

布
す
る
こ
と
が
標
準
市
議
会
会
議

規
則
第
２０
条
に
定
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
文
書
に
よ
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、

同
条
但
書
き
に
よ
り
、
や
む
を
え

な
い
と
き
は
、
議
長
が
こ
れ
を
報

告
し
て
配
布
に
か
え
る
こ
と
が
可

能
で
す
が
、
多
く
の
議
会
で
は
議

事
日
程
を
印
刷
し
て
、
あ
ら
か
じ

め
各
議
員
に
配
布
し
て
い
ま
す
。

議
事
日
程
に
記
載
す
る
事
項

は
、
会
議
規
則
に「
会
議
の
日
時
」

「
会
議
に
付
す
る
事
件
及
び
そ
の

順
序
等
」
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
「
会
議
に
付
す
る
事
件
」
に

関
す
る
具
体
的
な
規
定
は
あ
り
ま

せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
ど
の
よ
う

な
事
件
を
日
程
事
項
に
す
る
か

は
、
各
市
議
会
の
判
断
で
決
め
る

こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
各
市
議
会

の
先
例
や
慣
例
に
よ
り
決
ま
っ
て

い
る
の
が
実
情
で
す
。

議
事
日
程
事
項
の
基
準
と
し
て

は
、
�
議
決
の
対
象
と
な
る
事

件
、
�
議
決
の
対
象
に
な
ら
な
い

も
の
で
も
会
議
の
審
議
上
重
要
な

も
の
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
�
の
具

体
的
な
も
の
と
し
て
条
例
案
、
予

算
案
、
決
議
案
な
ど
が
挙
げ
ら

れ
、
�
の
具
体
的
な
も
の
と
し
て

一
般
質
問
、
緊
急
質
問
、
委
員
会

の
中
間
報
告
、
長
か
ら
の
行
政
報

告
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

会
議
は
、
議
事
日
程
に
記
載
さ

れ
た
順
序
で
運
営
さ
れ
る
の
が
原

則
で
す
が
、
審
議
の
状
況
な
ど
か

ら
議
長
発
議
ま
た
は
議
員
か
ら
の

動
議
に
基
づ
く
議
決
に
よ
り
議
事

日
程
の
順
序
を
変
更
し
た
り
、
他

の
事
件
を
追
加
す
る
こ
と
が
会
議

規
則
で
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
ほ
か
、
審
議
の
状
況
に

よ
り
そ
の
日
の
審
議
を
予
定
し

て
い
た
事
件
が
終
わ
ら
な
い
場
合

や
定
足
数
を
欠
い
た
場
合
な
ど
に

よ
り
延
会
と
な
り
審
議
さ
れ
な
か

っ
た
事
件
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

は
、
会
議
規
則
上
の
義
務
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
原
則
と
し
て
次
回

の
本
会
議
の
議
事
日
程
に
記
載
す

る
こ
と
が
適
当
で
す
。

（
全
国
市
議
会
議
長
会

法
制
担

当
・
本
橋
謙
治
）

【
参
考
文
献
一
覧
】

議
会
運
営
の
実
際
第
一
巻
（
自

治
日
報
社
）
、
地
方
議
会
用
語
辞

典
（
ぎ
ょ
う
せ
い
）

本
会
な
ど
地
方
六
団
体
の
各
代

表
は
６
月
１３
日
、
自
由
民
主
党
本

部
で
開
催
さ
れ
た
同
党
政
務
調
査

会
の
歳
出
改
革
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ

ー
ム
「
地
方
財
政
分
野
担
当
会

議
」
（
主
査
�
今
井
宏
・
衆
議
院

議
員
）
に
出
席
し
た
。

会
議
で
は
、
六
団
体
を
代
表
し

て
全
国
知
事
会
会
長
の
麻
生
渡
・

福
岡
県
知
事
が
、
真
の
地
方
分
権

改
革
の
推
進
を
求
め
る
と
と
も

に
、
自
治
法
の
規
定
に
基
づ
く
意

見
書
を
６
月
７
日
に
内
閣
と
国
会

へ
提
出
し
た
こ
と
を
報
告
し
た
。

本
会
の
松
井
貞
衞
副
会
長（
松

戸
市
議
会
議
長
）は
、
歳
出
・
歳

入
一
体
改
革
に
つ
い
て
、
地
方

は
、
市
町
村
合
併
を
推
進
し
大
幅

な
議
員
削
減
を
図
り
、
議
員
報
酬

だ
け
で
も
１
２
０
０
億
円
に
上
る

削
減
を
図
っ
た
と
指
摘
し
、
行
革

努
力
を
強
調
。
ま
た
、
公
営
企
業

金
融
公
庫
廃
止
後
の
資
金
調
達
機

関
と
し
て
、
地
方
共
同
法
人
の
設

立
と
、
そ
れ
に
伴
う
新
た
な
法
的

枠
組
み
の
整
備
を
求
め
た
。

全
国
高
速
自
動
車
道
市
議
会
協

議
会
の
真
田
護
会
長
（
倉
敷
市
議

会
議
長
）
は
６
月
１５
日
、
衆
議
院

第
二
議
員
会
館
で
開
か
れ
た
高
速

道
路
建
設
推
進
議
員
連
盟
（
会
長

�
衛
藤
征
士
郎
・
衆
議
院
議
員
）

の
総
会
に
出
席
。
地
方
公
共
団
体

の
立
場
か
ら
高
速
道
路
の
建
設
促

進
に
関
し
意
見
陳
述
を
行
っ
た
。

真
田
会
長
は
、
高
速
自
動
車
国

道
整
備
計
画
区
間
の
建
設
の
ス
ピ

ー
ド
ア
ッ
プ
を
は
じ
め
高
規
格
幹

線
道
路
網
の
早
期
完
成
を
強
調
。

ま
た
、
地
方
道
の
整
備
率
が
極
め

て
低
い
中
、
近
年
多
発
す
る
災
害

発
生
時
の
緊
急
輸
送
網
を
確
保
す

る
た
め
に
も
、
道
路
特
定
財
源
を

全
て
道
路
整
備
費
に
充
当
す
る
よ

う
求
め
た
。

本
会
の
平
成
１８
年
度
欧
州
都
市

行
政
調
査
団
（
団
長
�
石
川
下
公

・
越
谷
市
議
会
議
員
）
は
６
月
２８

日
、
イ
ギ
リ
ス
の
セ
ン
ト
ア
ル
バ

ン
ス
市
な
ど
３
カ
国
６
都
市
の
行

政
調
査
に
向
け
出
発
す
る
。

調
査
団
は
、
各
都
市
の
議
会
や

関
係
機
関
を
公
式
訪
問
し
、
地
方

自
治
制
度
お
よ
び
市
議
会
の
実
態

を
調
査
す
る
と
と
も
に
、
「
行
財

政
改
革
」
「
中
心
市
街
地
活
性
化

対
策
」
「
自
治
体
の
再
編
・
統
合

（
道
州
制
）」「
介
護
保
険
」
な
ど

の
テ
ー
マ
に
沿
っ
た
各
都
市
の
特

色
あ
る
施
策
等
に
つ
い
て
調
査
を

行
う
。日
程
等
は
次
の
と
お
り
。

【
調
査
期
間
】

６
月
２８
日（
水
）〜
７
月
７
日（
金
）

【
参
加
市
数
・
人
数
】

１７
市
・
２７
名

【
主
な
訪
問
先
（
予
定
）
】

▽
イ
ギ
リ
ス
�
セ
ン
ト
ア
ル
バ
ン

ス
市
議
会
、
イ
ー
ス
ト
・
ハ
ー
ツ

市
、
ロ
ン
ド
ン
市
▽
ノ
ル
ウ
ェ
ー

�
ド
ゥ
ラ
メ
ン
市
議
会
▽
ド
イ
ツ

�
ヴ
ィ
ス
バ
ー
デ
ン
市
議
会
、
フ

ラ
ン
ク
フ
ル
ト
市

地地
方方
分分
権権
のの
推推
進進

をを
求求
めめ
意意
見見
陳陳
述述
六団体

高
速
道
建
設
促
進

議
連
総
会
で
意
見

高
速
協
会
長

欧欧
州州
都都
市市
行行
政政

調調
査査
団団
出出
発発
へへ

本 会

―４―

歳出改革ＰＴに本会を代表して
出席する松井副会長（左端）

高速議連総会で意見陳述する真田高速協
会長（左端）。右端は衛藤高速議連会長

議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議
会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会

入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入
門門門門門門門門門門門門門門門門門門門門門門門門門門門門門門門門門門門門門門門門門門

（３） 平成１８年６月２５日 第１６２０号（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報
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行行

事事

予予

定定

議議

会会

人人

事事

電電
話話
番番
号号
等等
変変
更更

高
知
県
の
県
都
、
高
知
市
の
中

心
に
そ
び
え
る「
高
知
城
」は
、戦

国
の
乱
世
で
い
つ
か
一
国
一
城
の

主
と
な
る
こ
と
を
誓
い
合
い
、
夫

婦
と
も
に
手
を
取
り
合
い
生
き
抜

い
て
き
た
山
内
一
豊
と
妻
千
代
の

人
生
の
集
大
成
の
地
で
あ
る
土
佐

に
一
豊
が
築
い
た
も
の
で
す
。

こ
の
二
人
の
生
き
様
を
描
い
た

の
が
、
作
家
の
司
馬
遼
太
郎
先
生

に
よ
る
「
功
名
が
辻
」
で
あ
り
、

現
在
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
と
し

て
好
評
放
送
中
で
す
。

こ
の
放
送
に
あ
わ
せ
、
４
月
１

日
か
ら
高
知
城
一
帯
を
舞
台
に

「
土
佐
二
十
四
万
石
博
」
を
開
催

し
て
い
ま
す
。高
知
城
下
、丸
の
内

緑
地
に
設
置
さ
れ
た
「
大
河
ド
ラ

マ
館
」で
は
、
一
豊
と
千
代
の「
夫

婦
愛
」
と
「
出
世
物
語
」
を
テ
ー

マ
に
、
二
人
の
出
会
い
か
ら
、
土

佐
一
国
の
城
主
と
な
る
ま
で
の
ス

ト
ー
リ
ー
を
「
功
名
が
辻
」
で
語

ら
れ
て
い
る
数
々
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

で
飾
り
、
楽
し
く
、
わ
か
り
や
す

く
紹
介
し
て
い
ま
す
。

「
大
河
ド
ラ
マ
館
」
を
ご
紹
介

し
ま
す
と
、
最
初
の
ゾ
ー
ン
で
は

主
人
公
の
千
代
と
一
豊
を
中
心

に
、
登
場
人
物
を
等
身
大
で
表
現

し
、
来
場
者
を
ド
ラ
マ
の
世
界
に

導
き
ま
す
。
次
の
ゾ
ー
ン
「
出
世

街
道
」
で
は
、
二
人
の
結
婚
や
内

助
の
功
な
ど
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
、

衣
装
や
小
道
具
な
ど
と
と
も
に
、

当
時
の
住
ま
い
を
セ
ッ
ト
風
に
展

示
し
、
さ
ら
に
有
名
な
エ
ピ
ソ
ー

ド
の
千
代
の
へ
そ
く
り
十
両
で
買

っ
た
名
馬
を
披
露
し
た
馬
揃
え
の

シ
ー
ン
を
等
身
大
の
模
型
で
再
現

し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
城
主
に
ま

で
出
世
し
た
長
浜
時
代
、
二
人
の

子
ど
も「
よ
ね
姫
」を
な
く
し
た
悲

し
み
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど
も
物
語

風
に
紹
介
し
て
い
ま
す
。
最
後
の

ゾ
ー
ン「
土
佐
、一
国
一
城
、二
十
四

万
石
」で
は
、ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
天

下
分
け
目
の
関
が
原
が
舞
台
。
回

転
舞
台
シ
ア
タ
ー
で
、
徳
川
家
康

に
忠
誠
を
誓
う
一
連
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
一
国

一
城
の
主
と
な
っ
た
一
豊
の
国
づ

く
り
や
高
知
城
築
城
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
な
ど
も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

こ
の
「
土
佐
二
十
四
万
石
博
」

は
、
来
年
１
月
８
日
ま
で
開
催
し

て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
夏
を
迎
え

る
高
知
で
は
、
８
月
に
は
エ
ネ

ル
ギ
ッ
シ
ュ
で
パ
ワ
フ
ル
な

「
よ
さ
こ
い
祭
り
」
や
、
３
０

０
余
年
の
歴
史
を
も
ち
５
０
０

店
舗
が
な
ら
ぶ
「
日
曜
市
」
が

開
催
さ
れ
る
な
ど
、
南
国
な
ら

で
は
の
風
土
と
歴
史
、
四
季
折

々
の
自
然
と
山
海
の
美
味
を
味

わ
っ
て
い
た
だ
け
ま
す
。
ぜ
ひ

こ
の
機
会
に
お
越
し
い
た
だ
き

ま
す
よ
う
ご
案
内
い
た
し
ま

す
。

（
文
・
写
真
は
高
知
市
提
供
）

梅
雨
前
線
に
伴
う
長
雨
に
よ

り
、
沖
縄
県
で
は
土
砂
災
害
が
発

生
す
る
な
ど
多
数
の
被
害
が
生
じ

た
。
こ
の
た
め
、
同
県
は
６
月
１５

日
、
那
覇
市
に
災
害
救
助
法
の
適

用
を
決
定
し
た
。

▽
６
月
２９
日

全
国
市
議
会
議
長

会
基
地
協
議
会
�
実
行
運
動

（
午
後
１
時
半
、
全
国
都
市
会

館
）

▽
７
月
３
日

都
市
行
政
問
題
研

究
会
�
監
事
会（
午
後
３
時
半
、

全
国
都
市
会
館
）

▽
７
月
４
日

広
域
行
政
圏
市
議

会
協
議
会
�
監
事
会
議
（
午
後

１２
時
半
、ル
ポ
ー
ル
麹
町
）・
正

副
会
長
・
監
事
・
相
談
役
会
議

（
午
後
２
時
半
、
同
）

▽
７
月
６
日

全
国
高
速
自
動
車

道
市
議
会
協
議
会
�
正
副
会
長

・
監
事
・
相
談
役
会
議
（
午
後

２
時
半
、
倉
敷
市
）

▽
７
月
１２
日

全
国
公
営
交
通
事

業
都
市
議
長
会
�
監
事
会
議

（
午
後
１２
時
半
、
全
国
都
市
会

館
）
・
正
副
会
長
・
監
事
・
相

談
役
会
議（
午
後
１
時
半
、
ル

ポ
ー
ル
麹
町
）
・
総
会
（
午
後

２
時
半
、
同
）

▼
議
長

▽
武
雄

杉
原
豊
喜（
４
・
２６
）

▽
伊
達
（
福
島
）

滝
澤
福
吉（
５
・
１
）

▽
那
須
烏
山

小
森
幸
雄（
５
・
２
）

▽
清
須

�
山
萬
三（
５
・
２
）

▽
神
埼

藤
瀬
光
正（
５
・
２
）

▽
土
岐

三
輪
洋
二（
５
・
８
）

▽
桜
井

高
谷
二
三
男（
５
・
８
）

▽
大
和

前
田
邦
壽（
５
・
９
）

▽
南
房
総

渡
邉
政
久（
５
・
９
）

▽
多
治
見

市
原
博
嗣（
５
・
９
）

▽
関

大
野
周
司（
５
・
９
）

▽
浅
口

田
口
桂
一
郎（
５
・
９
）

▽
宇
城

末
松
立
身（
５
・
９
）

▽
に
か
ほ

竹
内
睦
夫（
５
・
１０
）

▽
坂
井

酒
井
英
夫（
５
・
１０
）

▽
磐
田

馬
渕
源
一（
５
・
１０
）

▽
春
日
井

成
瀬
正
美（
５
・
１０
）

▽
常
滑

村
上
道
明（
５
・
１０
）

▽
大
垣

林
新
太
郎（
５
・
１０
）

▽
河
内
長
野

浦
尾
雅
文（
５
・
１０
）

▽
い
す
み

小
安
俊
夫（
５
・
１１
）

▽
安
城

細
井
敏
彦（
５
・
１１
）

▼
副
議
長

▽
武
雄

牟
田
勝
浩（
４
・
２６
）

▽
伊
達
（
福
島
）

佐
藤

勲（
５
・
１
）

▽
那
須
烏
山

水
上
正
治（
５
・
２
）

▽
清
須

浅
井
泰
三（
５
・
２
）

▽
神
埼

古
賀
安
行（
５
・
２
）

▽
大
村

田
中
昭
憲（
５
・
２
）

▽
土
岐

西
尾
�
久（
５
・
８
）

▽
桜
井

和
田
恵
治（
５
・
８
）

▽
宮
古

千
葉
胤
嗣（
５
・
９
）

▽
仙
北

佐
々
木

章（
５
・
９
）

▽
南
房
総

庄
司
眞
敏（
５
・
９
）

▽
多
治
見

各
務
重
美（
５
・
９
）

▽
関

波
多
野

保（
５
・
９
）

▽
浅
口

坂
本
斡
志（
５
・
９
）

▽
宇
城

松
野
孝
敏（
５
・
９
）

▽
延
岡

甲
斐
英
孝（
５
・
９
）

▽
に
か
ほ

山
田

明（
５
・
１０
）

▽
坂
井

小
田
原
幸
四
郎（
５
・
１０
）

▽
磐
田

藤
森
康
行（
５
・
１０
）

▽
春
日
井

宮
原
季
彦（
５
・
１０
）

▽
常
滑

盛
田
克
己（
５
・
１０
）

▽
大
垣

横
山
幸
司（
５
・
１０
）

▽
い
す
み

半
場
新
一（
５
・
１１
）

▽
安
城

伊
与
田
弥
彦（
５
・
１１
）

▽
河
内
長
野

増
田
正
博（
５
・
１１
）

▼
事
務
局
長

▽
浅
口

櫛
田

忠（
３
・
２１
）

▽
栗
原

後
藤
義
�（
４
・
１
）

▽
武
雄

緒
方
正
義（
４
・
２６
）

▽
墨
田

深
野
紀
幸（
５
・
１
）

▽
神
埼

志
岐
正
博（
５
・
２
）

▽
南
房
総

栗
原
重
雄（
５
・
９
）

▽
名
寄
市
（
北
海
道
）

FAX
０
１
６
５
４
（
２
）
６
６
９
９

（
議
会
事
務
局
直
通
）

▽
那
覇
市
（
沖
縄
県
）

FAX
０
９
８
（
８
６
２
）
８
２
９
６

（
議
会
事
務
局
直
通
）

市 政
ニュース

長
雨
土
砂
災
害
で

那那
覇覇
市市
にに
災災
害害
救救
助助
法法

�功名が辻�

開
催
中

高
知
市
（
高
知
県
）

高知城と一豊・千代像
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